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一
　
問
題
の
所
在

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
茨
城
県
那
珂
郡
に
起
き
た
一
揆
の
研
究
の
嚆

矢
を
な
し
た
の
は
、
木
戸
田
四
郎
で
あ
る
。
木
戸
田
は
、
山
間
の
特
産
物
生

産
地
帯
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
は
、
商
品
生
産
の
発
展
の
結
果
、
幕
末
期
ま
で

に
農
民
層
分
解
が
生
じ
、
富
農
層
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
。

そ
れ
故
に
、「
一
揆
の
中
心
勢
力
は
富
農
と
そ
れ
に
率
い
ら
れ
た
一
般
農
民

で
あ
る
と
論
じ
、
一
揆
は
富
農
層
が
指
導
し
た
と
理
解
し
て
い
る
。
（
１
）

ま
た
一
揆
の
原
因
に
関
し
て
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
六
年
の
風
水

害
と
九
年
の
旱
魃
の
う
え
に
、
維
新
政
府
に
よ
る
諸
負
担
の
増
加
を
指
摘
す

る
が
、
そ
の
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
石
代
納
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
明
治
八
年
の
石
代
納
の
改
正
に
よ
っ
て
、
年
内
納
入
分
六
割
は
前
年
の

平
均
米
価
で
計
算
さ
れ
、
そ
の
過
不
足
は
翌
年
二
月
の
納
期
に
清
算
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
地
域
で
は
、
明
治
九
年
の
米
価
は
前
年
よ

り
も
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
も
下
落
し
た
た
め
に
、
こ
れ
が
非
常
な
負
担
荷
重
に

な
っ
た
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
木
戸
田
は
後
に
ふ
た
た
び
、「
維

新
政
府
樹
立
以
来
新
に
賦
課
さ
れ
た
諸
負
担
は
、
耐
え
難
い
も
の
で
あ
り
こ

れ
ら
の
不
満
が
、
農
民
を
一
揆
に
む
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
原

因
は
石
代
納
ば
か
り
で
は
な
い
と
強
調
す
る
が
、
諸
負
担
の
内
実
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
維
新
以
来
の
新
た
な
諸
負
担
に
原
因
を
求
め
た
結

果
、
木
戸
田
は
「
地
租
改
正
反
対
一
揆
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
一
揆

を
、
改
め
て
検
討
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
が
、
地
租
改
正
が
こ
の
地
域
に
及

ぼ
し
た
影
響
に
関
し
て
の
分
析
は
な
い
。
（
２
）

そ
の
後
の
成
果
を
集
大
成
し
た
の
が
、『
茨
城
県
史
』
　
（
３
）

で
あ
る
。
同
書
に

は
農
村
構
造
に
関
す
る
分
析
は
な
い
が
、
一
揆
の
経
過
を
簡
潔
に
叙
述
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、「
こ
う
し
た
自
然
災
害
に
よ
っ
て
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い

た
農
民
の
間
に
、
地
租
改
正
に
よ
る
新
し
い
課
税
方
式
は
、
こ
の
上
な
く
重

い
負
担
と
な
っ
て
映
っ
た
」
と
、
一
揆
が
地
租
改
正
事
業
の
さ
な
か
に
起
き

た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
揆
勢
の
結
集
は
、「
氷
の
沢
村
の
某

が
、
隣
村
長
沢
村
か
ら
の
申
し
送
り
だ
と
い
っ
て
、
上
小
瀬
村
の
小
林
彦
衛

門
へ
石
代
納
の
延
納
を
は
か
ろ
う
と
伝
言
し
て
来
た
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

と
論
じ
、
一
揆
の
原
因
と
し
て
石
代
納
の
問
題
を
大
き
く
と
ら
え
て
い
る
。

『
水
戸
市
史
』
　
（
４
）

の
記
述
は
よ
り
簡
単
で
あ
る
が
、「
石
代
納
の
引
下
げ
を
直

接
の
要
求
と
し
」
と
、
一
揆
が
石
代
納
の
問
題
か
ら
発
生
し
た
と
認
め
て
い

る
。
そ
し
て
、
地
租
改
正
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
費
用
負
担
の
官
費

化
や
地
価
算
定
基
準
の
見
直
し
等
を
主
張
し
」
た
の
み
で
あ
る
が
、「
地
租

改
正
強
行
の
過
程
で
発
生
し
、
全
国
に
波
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
租
率
の

引
き
下
げ
に
よ
る
農
民
負
担
の
大
幅
な
軽
減
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
」

の
で
、「
地
租
改
正
反
対
一
揆
」
と
評
価
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

概
略
、
右
の
よ
う
に
こ
の
一
揆
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
私
は
三

点
の
疑
問
を
持
つ
。
第
一
に
山
間
の
特
産
物
生
産
地
帯
で
あ
っ
た
こ
の
地
域

で
、
次
代
を
展
望
す
る
よ
う
な
経
済
的
発
展
な
ど
、
お
よ
そ
期
待
で
き
な
い

点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
水
戸
藩
は
天
保
検
地
の
と
き
に
一
一
万
石
ほ
ど
実

高
を
減
少
さ
せ
た
が
、
山
間
の
村
む
ら
は
ほ
か
の
地
域
よ
り
も
減
石
率
が
高

か
っ
た
。
　
（
５
）

第
二
に
、
石
代
納
値
段
の
翌
年
清
算
の
問
題
が
一
揆
の
直
接
的
な

原
因
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
私
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
の
地
域
で
一
揆
が

起
き
た
の
か
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
位
置
を
占
め

え
な
い
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
史
料
に
は
、
石
代
延
納
願
の

申
継
ぎ
が
な
さ
れ
て
一
揆
勢
は
結
集
を
始
め
た
と
書
か
れ
て
い
る
が

　
（
６
）
　
。
第
三

に
、
な
ぜ
こ
の
一
揆
を
地
租
改
正
反
対
一
揆
と
命
名
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る

か
で
あ
る
。

疑
問
の
中
心
は
第
二
点
に
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
こ
の
地
域
で
一
揆

は
起
き
た
の
か
。
こ
の
一
揆
は
農
民
千
数
百
人
が
水
戸
に
向
か
っ
て
出
発
し
、
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途
中
の
石
塚
で
県
の
派
遣
し
た
部
隊
と
武
力
衝
突
し
た
の
み
で
は
な
か
っ

た
。「
徳
川
御
用
」

　
（
７
）
　
と
、
維
新
政
府
を
全
否
定
し
て
村
む
ら
に
結
集
を
呼
び

か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
く
も
高
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

食
糧
を
自
給
で
き
な
い
特
産
物
生
産
地
帯
に
と
っ
て
、
米
価
の
下
落
は
多

分
に
プ
ラ
ス
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
石
代
の
清
算
が
問
題
と
な
る

と
し
た
ら
、
米
作
地
帯
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

「
明
治
九
年
地
租
金
第
一
期
皆
納
日
限
村
名
帳
」

　
（
８
）
　
を
見
る
限
り
、
怠
納
は
こ

の
地
域
よ
り
も
茨
城
郡
、
鹿
島
郡
、
那
珂
郡
南
部
の
ほ
う
が
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
同
じ
く
貧
困
に
苦
し
む
農
村
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
揆
の
発
生

し
た
地
域
は
そ
れ
と
ま
た
違
っ
て
、
九
年
に
至
る
ま
で
に
急
速
に
激
化
さ
せ

る
要
因
が
育
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
故
に
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
の
地
域
で
一
揆
が
起
き
た
か
を
理
解
さ

せ
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
ほ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
地
域
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
性
を
有
し
て
い
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
た
の
か
、
地
租
改
正
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
が
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
下
伊
勢
畑
村
を
取
り
上
げ
て
分

析
す
る
。
下
伊
勢
畑
村
は
、
こ
れ
ま
で
一
揆
に
参
加
し
た
村
と
は
認
め
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
別
稿
に

　
（
９
）
　
記
す
よ
う
に
、
こ
の
村
は
一
揆
に
参
加

し
た
か
、
少
な
く
と
も
連
動
し
た
動
き
を
し
た
村
で
あ
る
。
そ
の
う
え
一
揆

に
参
加
し
た
と
認
め
ら
れ
て
き
た
地
域
に
隣
接
し
て
、
等
し
く
山
間
の
特
産

物
生
産
の
村
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
下
伊
勢
畑
村
に
認
め
ら
れ
る
諸
問
題
、

矛
盾
は
、
こ
の
地
域
全
体
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
近
世
の
荒
廃
と
復
興

下
伊
勢
畑
村
は
、
ま
だ
村
方
が
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
享
保
期
に
、
村

高
本
郷
分
一
一
〇
一
石
二
〇
六
、
新
田
分
一
五
〇
石
二
六
三
、
合
計
一
二
五

一
石
四
六
九
の
村
で
あ
っ
た
。
田
畑
の
構
成
比
は
、
本
郷
分
で
九
二
パ
ー
セ

ン
ト
が
畑
方
で
、
新
田
分
で
も
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
畑
方
で
あ
っ
た
。
農
家

は
表
１
に
み
る
よ
う
に
、
享
保
四
年
（
一
六
一
九
）
に
は
本
郷
分
で
二
一
七

軒
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
新
田
分
に
二
六
軒
あ
り
、
神
官
が
二
軒
あ
っ
た

（
と
も
に
六
石
余
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
た
）。
さ
ら
に
無
高
の
水
呑
な
ど
が

い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
二
四
五
＋
α
の
農
家
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

こ
の
ほ
か
に
寺
院
が
二
つ
あ
っ
た
。
正
確
に
何
軒
の
農
家
が
あ
っ
た
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
二
五
〇
軒
と
し
て
も
、
一
軒
当
た
り
の
持
高
は
五
石
ほ
ど
で

あ
る
。
こ
の
数
値
は
、
水
戸
領
の
農
家
の
持
高
の
平
均
は
７
石
で
あ
る
か
ら
、

か
な
り
低
い
も
の
で
あ
る
。
下
伊
勢
畑
村
は
、
山
間
の
畑
方
農
村
と
し
て
、

煙
草
を
中
心
と
す
る
特
産
物
生
産
で
栄
え
て
い
た
の
で
あ
る（

10
）
。
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持高 人数 人数 ％

24～27 2

21～24 0 00
6

000
2.8

18～21 1

15～18 3

12～15 4

09～12 17 051 0023.5
06～09 30

03～06 88
160

00
73.7

00～03 72

合計 217 217 100

表１　享保４年本郷分農民階層

下伊勢畑区有文書「下伊勢畑村亥年
指銭帳」（1749）より作製。神官２名
は除いた。



表
１
の
享
保
四
年
（
一
六
一
九
）
の
階
層
構
成
を
み
る
と
、
特
産
物
生
産

で
栄
え
て
い
た
の
で
内
実
は
違
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
持
高
で
み
る
限

り
、
ほ
と
ん
ど
が
下
層
農
民
で
あ
る
。
一
方
、
一
五
石
以
上
の
上
層
農
民
も

六
人
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
特
産
物
生
産
地
帯
で
あ
っ
た
た
め
に
強
烈

な
収
奪
を
受
け
て
、
激
し
い
荒
廃
に
襲
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
上
層
農
民
と

い
え
る
も
の
が
い
な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
農
家
軒
数
も
激
減
し
た
。
そ

れ
を
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
検
地
の
結
果
で
確
認
し
よ
う
。

天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
検
地
野
帳
に
よ
る
と
、
村
高
は
三
六
九
石

二
二
七
で
あ
る
。
農
家
は
八
五
軒
認
め
ら
れ
る
。
ほ
か
に
神
官
が
二
軒
と
寺

院
が
一
つ
あ
る
。
正
規
の
検
地
帳
は
三
冊
の
う
ち
一
冊
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
の
で
集
計
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
な
お
し
た
名
寄
帳
が
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
村
高
は
三
七
八
石
五
四
で
あ
る
（
表
４
参
照
）。
実

に
享
保
期
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
な
い
。
な
お
、
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
畑

方
で
あ
る
。
農
家
は
九
七
軒
、
ほ
か
に
神
官
が
二
軒
と
寺
院
が
一
つ
あ
る
。

神
官
は
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
か
ら
、
農
業
を
営
む
家
は
九
九
軒
で
あ
る

（
表
２
〜
４
参
照
）。
野
帳
に
比
べ
て
一
二
軒
多
い
が
、
こ
れ
は
検
地
の
と
き

に
新
た
に
取
立
て
た
も
の
と
み
な
せ
る
。
そ
れ
で
も
、
享
保
期
の
四
〇
パ
ー

セ
ン
ト
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

農
民
階
層
を
面
積
で
み
た
の
が
表
２
で
あ
り
、
石
高
で
み
た
の
が
表
３
で

あ
る
。
い
ず
れ
を
み
て
も
荒
廃
の
結
果
、
面
積
で
二
町
以
上
、
石
高
で
一
五

石
以
上
の
上
層
農
民
と
い
え
る
経
営
を
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
み
な
中
下

層
農
民
で
あ
る
。
し
か
も
表
２
に
み
る
よ
う
に
、
五
反
未
満
の
下
層
農
民
が

半
分
以
上
で
あ
る
。

検
地
前
後
の
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
近
い
年
で
あ
る
、
天
保
一
二
年
（
一

八
四
一
）
と
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
の
年
貢
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
い
ず

れ
も
口
米
金
を
含
ん
で
い
る
。
田
方
の
年
貢
は
一
二
石
八
九
か
ら
七
石
五
六

九
と
、
五
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
。
畑
方
は
一
三
五
両
一
分
六
〇
六

文
か
ら
九
四
両
二
分
一
三
四
文
と
、
六
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
。
田

畑
と
も
に
大
幅
な
減
免
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

天
保
検
地
に
よ
っ
て
水
戸
藩
は
、
多
く
の
荒
地
を
切
り
捨
て
、
年
貢
を
大

幅
に
減
少
さ
せ
た
。
検
地
の
縄
も
緩
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
を
直
接
示

す
史
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
つ
に
は
村
高
の
極
端
な
減
少
は
そ
の
こ
と
を
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表２　天保検地農民階層

面積（反） 人数 ％

5～10 43 043.4
0～05 56 056.6
計 99 100.0

下伊勢畑区有文書、名寄帳（387

～388）より作製、含神官。

表３　天保検地農民階層

持高（石） 人数 ％

６～９ 04 004.0
３～６ 63 063.6
０～３ 32 032.3
計 99 100.0
表２と同じ。含神官。

表４　天保検地田畑

種類 面積（町反畝歩） 高（石）

本郷分 46. 5. 3. 24 366,839
新田分 03. 3. 1. 24 011,701
見取分 10. 9. 2. 04 （047,626）
計 60. 3. 8. 12 （426,166）

下伊勢畑区有文書、名寄帳（387～389）
より作製。見取分の高の合計は明記され
ていないので、かっこをつけた。

表５　天保検地農民階層
（含見取）

面積（反） 人数 ％

10～15 03

05～10 68
071.7

00～05 28 028.3
計 99 100.0
表４と同じ。含神官。



十
分
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
確
信
さ
せ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
畑

方
の
見
取
分
が
検
地
さ
れ
、
表
４
に
み
る
よ
う
に
、
本
郷
新
田
分
の
合
計
の

五
分
の
一
に
近
い
、
一
一
町
弱
の
田
畑
が
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
残
さ

れ
た
検
地
以
前
の
史
料
に
、
見
取
分
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
か

っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
う
え
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
地
租
改
正
の
丈
量
調
査
の
結
果

は
、
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
打
出
で
あ
っ
た
。

見
取
分
を
加
え
る
と
、
農
民
の
階
層
構
成
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
る
。

そ
れ
を
表
５
に
示
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
上
層
農
民
と
い
え
る
も
の
は
い

な
い
が
、
中
層
が
多
く
、
五
反
以
下
の
下
層
は
表
２
と
比
べ
て
半
分
で
あ
る
。

正
規
の
耕
地
と
は
認
め
ら
れ
な
い
見
取
の
田
畑
の
年
貢
は
、
本
途
物
成
と
は

さ
れ
ず
に
浮
役
と
し
て
べ
つ
に
上
納
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
だ
け
安

か
っ
た
。
農
民
に
と
っ
て
見
取
の
田
畑
は
経
営
上
有
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
反
面
は
正
規
の
耕
地
と
認
め
ら
れ
な
い
だ
け
に
、
不
安
定
な
劣
悪
な
耕

地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

天
保
検
地
に
よ
っ
て
、
下
伊
勢
畑
村
は
大
幅
な
減
免
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

た
だ
ち
に
安
定
し
た
農
村
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
検
地
の
時
に
一

二
軒
取
立
て
て
、
神
官
を
含
め
て
農
家
は
九
九
軒
に
な
っ
た
と
記
し
た
が
、

以
後
の
小
割
付
帳
を
み
て
い
く
と
、
そ
の
達
成
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

で
あ
る
。
逆
に
小
割
付
帳
に
よ
れ
ば
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
と
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
に
二
軒
の
農
家
が
潰
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
名
寄
帳
に
は
、
こ
の
村
の
五
組
の
う
ち
三
組

に
一
五
人
分
一
六
石
二
三
六
の
、
ほ
か
に
見
取
分
に
べ
つ
の
三
人
分
一
石
一

〇
一
の
潰
人
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
小
割
付
帳
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
次

第
に
整
理
さ
れ
る
が
、
な
く
な
る
の
は
安
政
五
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実

は
、
荒
廃
の
激
し
か
っ
た
こ
の
村
で
、
積
極
的
に
農
家
を
取
立
て
再
興
し
よ

う
と
し
た
が
、
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と

も
か
く
も
農
家
軒
数
で
み
る
な
ら
ば
、
安
政
期
に
は
一
応
の
安
定
が
も
た
ら

さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
年
貢
を
み
る
と
、
そ
う
は
い
え
な
い
。

表
６
は
、
幕
末
期
の
年
貢
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
定
免
制
が

布
か
れ
て
い
た
が
、
田
方
は
弘
化
の
不
作
の
時
に
減
免
に
な
っ
た
。
嘉
永
四

年
（
一
八
五
一
）
に
も
減
免
に
な
っ
て
い
る
。
畑
方
は
も
っ
と
不
安
定
で
、

安
政
年
間
に
も
年
貢
の
減
少
が
進
行
す
る
。
さ
ら
に
安
政
以
後
に
な
る
と
、

「
外
に
御
救
引
」
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
年
貢
割
付
後
に

引
か
れ
た
年
貢
で
あ
る
。

水
戸
藩
が
年
貢
割
付
後
に
、
小
割
付
帳
に
明
記
し
て
さ
ら
に
年
貢
を
減
免

す
る
の
は
、
天
保
検
地
以
降
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う

に
、
幕
末
期
の
水
戸
藩
の
御
救
政
策
は
農
村
の
実
体
に
対
応
し
た
、
か
な
り

充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
各
種
の
拝
借
金
の
制
度
が
あ
り
、

御
救
稗
や
村
方
留
穀
の
制
度
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
延
納
も
認
め
ら
れ
た
。

天
保
期
の
改
革
派
の
系
譜
を
ひ
く
水
戸
藩
尊
攘
派
政
権
は
、
天
保
期
以
来
の

農
村
を
復
興
さ
せ
る
た
め
の
、
き
め
細
か
な
政
策
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

天
保
期
以
来
の
水
戸
藩
の
御
救
減
免
政
策
の
下
、
幕
末
期
の
下
伊
勢
畑
村

は
マ
イ
ナ
ス
要
因
を
多
分
に
含
み
な
が
ら
も
、
安
定
化
に
向
か
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
示
す
の
が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
実
施
さ
れ
た
新
田
検
地
で

あ
る
。

慶
応
検
地
は
、
元
治
の
内
乱
に
尊
攘
派
に
勝
利
し
た
保
守
派
政
権
に
よ
っ

て
実
施
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
増
徴
を
目
的
と
し
て
い
た
。
表
７
に
そ
の
結
果

を
示
し
た
。
こ
れ
を
表
４
と
比
較
す
る
と
、
本
郷
分
で
面
積
に
し
て
三
町
八

反
五
畝
二
七
歩
、
高
に
し
て
一
四
石
一
四
二
、
新
田
分
で
七
反
六
畝
一
五
歩
、

一
石
五
三
、
見
取
分
で
一
三
町
二
反
四
畝
一
九
歩
、
四
二
石
七
〇
二
の
打
出

で
あ
っ
た
。
合
計
は
一
八
町
二
反
七
畝
一
一
歩
、
五
八
石
三
七
四
の
打
出
と

な
る
。
面
積
に
し
て
三
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
に
し
て
一
三
・
七
パ
ー
セ

2001
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年代 田（含口米） 畑（含口金） 夫金 縄 藁 稗 外に御救引

弘化元年 7石569 94両2分134文 6両3分831文 3分40文 870文 9石723

嘉永元年 6． 963 93． 0． 113文 6． 2． 743文 1． 02文 810文 9． 351

嘉永４年 6． 587 96． 0． 113文 6． 2． 628文 1． 40文 776文 9． 339

安政元年 〃 〃 〃 〃 780文 9． 369

安政２年 〃 95． 3． 951文 6． 2． 619文 〃 〃 9． 335

安政３年 〃 〃 〃 文999文 〃 〃 畑7両592文

安政４年 〃 〃 〃 文998文 〃 〃 田2俵317合

安政５年 〃 91． 1． 738文 〃 文999文 〃 〃

安政６年 〃 88． 3． 892文 〃 〃 〃 〃 田3俵203合

慶応３年 6． 839 97． 3． 381文 6． 3． 691文 1． 39文 814文 9． 710

明治元年 〃 97． 3． 832文 〃 〃 〃 〃

明治２年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 畑5両1分1朱805文

明治３年 〃 〃 〃 1． 40文 810文 〃

明治４年 〃 〃 1． 39文 814文 〃

明治５年 6． 843 98． 2． 103文 1． 47文 853文 9． 762

表６　幕 末 維 新 期 年 貢

下伊勢畑区有文書、小割付帳（1623～1650）より作製。このほかに田方に２割の延米あり。
見取分は含まない。

表７　慶 応 検 地 結 果

本　郷　分 新　田　分
種　類

高 面積 高 面積

合　　計 380石981 50町3反9畝21歩 13石231 4町0反8畝09歩

内社寺領上知分 003． 165 00町3． 9． 10歩

田 026． 229 02． 5． 7． 09歩 00． 910 00町1． 8． 06歩

内引高 002． 522 00町2． 0． 18歩

畑 354． 752 47． 8． 2． 12歩 12． 321 03． 9． 0． 03歩

内引高 030． 033 03． 7． 4． 00歩 02． 690 00町2． 6． 27歩

見　取　分 合　　　計
種　類

高 面積 高 面積

合　　計 90石328 24町1反7畝23歩 484石540 78町6反5畝23歩

内社寺領上知分 003． 165 00町3． 9． 10歩

田 04． 345 00町7． 9． 16歩 031． 484 03． 3． 5． 01歩

内引高 00． 097 47町8． 1． 04歩 002． 619 00町2． 1． 22歩

畑 85． 983 23． 3． 8． 07歩 453． 056 75． 1． 0． 22歩

内引高 01． 042 47町2． 3． 14歩 033． 765 04． 2． 4． 11歩

下伊勢畑区有文書「石高反別取調書上」（848）より作製。



ン
ト
の
打
出
で
あ
っ
た
。
年
貢
も
表
６
に
み
る
よ
う
に
、
田
方
は
〇
石
二
五

二
と
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
畑
方
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
九
両
近
く
も
増
徴
さ

れ
た
。
ま
た
各
種
の
雑
年
貢
も
増
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
打
出
と
増

徴
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
一
面
で
は
そ
れ
だ
け
こ
の
村
が
安
定
化
し
て
き

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
は
た
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ

た
か
と
な
る
と
、
疑
問
で
あ
る
。

慶
応
の
増
徴
は
、
い
か
な
る
影
響
を
下
伊
勢
畑
村
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

表
６
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
尊
攘
派
政
権
が

復
活
し
た
後
も
、
増
徴
分
は
そ
の
ま
ま
徴
収
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
表
７
を

み
る
と
、
三
六
石
余
の
引
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
石
四
六

七
は
農
民
の
た
め
の
屋
敷
免
や
郷
蔵
地
な
ど
で
あ
る
。
残
り
の
一
六
石
九
一

七
は
荒
地
で
あ
る
。
天
保
検
地
以
来
二
五
年
の
間
に
、
高
に
し
て
耕
地
の
四

パ
ー
セ
ン
ト
が
荒
廃
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
な
り
の
打
出
が
で
き
る
ほ

ど
に
安
定
化
し
て
き
た
と
は
い
え
、
や
は
り
一
方
で
は
不
安
定
要
因
を
払
拭

で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
二
軒

の
農
家
が
潰
れ
た
と
記
し
た
が
、
次
節
に
説
く
諸
問
題
も
あ
る
が
、
こ
の
増

徴
も
一
要
因
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

三
　
維
新
期
の
問
題
点

明
治
政
府
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
一
八
日
に
、
函
館
の
五
稜
閣

に
楯
籠
っ
た
榎
本
武
揚
ら
が
降
伏
し
、
戊
辰
戦
争
が
終
結
す
る
と
、
六
月
一

七
日
に
版
籍
奉
還
を
聴
許
し
た
。
大
名
を
知
藩
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
領
主
と
し
て
の
側
面
を
否
定
し
、
全
国
的
に
統
一
し
た
制
度
の
確
立

と
、
政
治
の
運
営
を
意
図
し
た
。

版
籍
奉
還
に
と
も
な
い
、
水
戸
藩
で
も
種
々
の
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
そ

の
一
環
と
し
て
、
従
来
、
水
戸
藩
は
藩
境
の
要
地
に
関
所
を
設
け
て
、
人
と

物
の
出
入
を
統
制
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
廃
止
し
た
。
下
伊
勢
畑
村
の
近
く

で
は
、
長
倉
に
関
所
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
廃
止
に
な
っ
た
。
六
月
二
二
日

付
の
布
達
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（

11
）
。

諸
関
門
御
廃
之
儀
、
御
布
告
相
成
候
処
、
今
般
知
藩
事
ニ
被
レ

任
候
旨

被
ニ

仰
出
一

候
ニ
付
、
長
倉
関
門
之
儀
も
御
廃
相
成
候
間
、
其
村
々
関
門

御
人
数
組
、
相
詰
候
ニ
不
レ

及
候
条
、
其
旨
相
達
、
早
々
順
達
可
レ

被
レ

致
候
。
以
上

関
所
の
廃
止
は
、
水
戸
藩
領
農
村
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
で

あ
ろ
う
か
。
幕
末
期
の
水
戸
藩
の
物
資
統
制
政
策
は
、
藩
外
の
ほ
う
が
物
価

が
高
か
っ
た
の
で
、
藩
境
の
関
所
で
流
出
を
阻
止
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か

れ
た
。
し
か
し
、
統
制
は
効
か
ず
に
苦
し
め
ら
れ
た（

12
）。
水
戸
藩
は
統
制
の
要

の
関
所
を
廃
止
し
た
か
ら
、
特
産
物
の
よ
う
な
も
と
も
と
領
外
向
け
に
生
産

さ
れ
て
い
た
も
の
は
例
外
と
し
て
、
多
く
の
物
資
が
大
量
に
領
外
に
流
出
す

る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
次
に
、
特
産
物
以
外
の
米
価
に

代
表
さ
れ
る
諸
物
価
が
値
上
り
し
た
に
違
い
な
い
。
特
産
物
生
産
地
帯
は
食

料
を
自
給
で
き
な
か
っ
た
。
米
価
を
は
じ
め
と
す
る
穀
物
価
格
の
上
昇
は
、

た
だ
ち
に
こ
の
地
域
の
人
び
と
の
生
活
を
直
撃
し
た
は
ず
で
あ
る
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
一
四
日
に
は
、
廃
藩
置
県
と
な
っ
た
。
廃

藩
は
、
水
戸
藩
の
御
救
政
策
の
全
面
的
な
廃
止
を
意
味
し
た
。
以
後
、
旧
水

戸
藩
領
農
村
で
は
、
年
貢
減
免
は
減
り
、
特
に
割
付
後
の
御
救
引
は
な
く
な

る
。
拝
借
金
は
返
納
を
要
求
さ
れ
、
御
救
稗
の
制
度
も
な
く
な
り
、
蓄
穀
も

村
方
の
管
理
に
任
さ
れ
た
。
い
ま
だ
に
荒
地
が
漸
増
し
、
潰
百
姓
の
生
じ
る

不
安
定
な
村
で
あ
っ
た
下
伊
勢
畑
村
に
と
っ
て
、
藩
政
府
の
保
護
政
策
を
失

っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

明
治
政
府
の
諸
施
策
が
、
す
べ
て
マ
イ
ナ
ス
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
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表
６
に
み
る
よ
う
に
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
は
夫
金
が
廃
止
に
な

っ
た
。
こ
れ
も
村
方
の
史
料
で
確
認
で
き
る（

13
）。

下
い
セ
畠
村

辛
未
年

一
金
六
両
三
分
永
百
七
十
三
文

夫
金

村
高
三
百
四
拾
六
石
壱
斗
三
升
八
合

右
は
辛
未
年
免
除
相
成
候
雑
税
、
書
面
之
通
相
違
無
ニ

御
座
一

候
。
以
上

二
月

ま
た
、
表
６
に
は
縄
・
藁
・
稗
の
諸
雑
税
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
の
小
割
付
帳（

14
）に
も
確
認
さ
れ
る
。
下
伊
勢
畑
村
で
は
七
年
の

小
割
付
帳
が
欠
け
て
い
る
が
、
八
年（

15
）の
に
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
七
年

こ
ろ
に
こ
れ
ら
の
雑
税
も
廃
止
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
諸
雑
税
を
整
理
し
た
。
こ
の
こ
と
は
負
担
を
軽
く
し
た
こ
と

を
意
味
し
な
い
。
逆
に
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
二
月
か
ら
は
民
費
が
賦
課

さ
れ
た
し
、
学
制
・
地
租
改
正
に
と
も
な
う
費
用
の
負
担
や
作
業
、
徴
兵
令

に
よ
る
労
働
力
の
徴
発
な
ど
が
加
わ
っ
た
。

ま
た
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
以
降
、
明
治
政
府
は
農
民
に
対
し
て
封
建

的
な
諸
制
限
を
撤
廃
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
年
九
月
の
田
畑
勝

手
作
の
許
可
で
あ
り
、
五
年
二
月
の
田
畑
売
買
の
許
可
で
あ
り
、
八
月
の
兼

業
の
許
可
で
あ
り
、
六
年
七
月
の
地
租
改
正
条
例
に
よ
る
土
地
私
有
権
の
公

認
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
政
策
は
、
封
建
的
な
束
縛
か
ら
の
解
放
を
意
味

す
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
底
知
れ
な
い
自
由
競
争
の
坩
堝
の
な
か
に
農

民
を
陥
れ
た
の
で
あ
る
。
脆
弱
な
体
質
を
し
て
い
た
下
伊
勢
畑
村
に
と
っ
て
、

こ
れ
ら
の
政
策
が
か
な
ら
ず
し
も
プ
ラ
ス
に
作
用
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で

あ
る
。

四
　
不
況
の
進
行

幕
末
維
新
期
の
下
伊
勢
畑
村
は
、
不
安
定
で
あ
り
、
脆
弱
な
体
質
で
あ
っ

た
と
繰
返
し
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
現
実
に
、
ど
の
よ
う
な
実
体
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

表
８
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
下
伊
勢
畑
村
の
物
産
で
あ
る
。
米

の
項
を
み
る
と
、
生
産
高
三
七
石
三
七
六
で
あ
り
、「
貢
納
自
用
費
消
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
表
示
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
貢
米
は
八
石
七
三
三
、

自
用
費
消
は
二
八
石
六
四
三
で
あ
る
。
備
考
欄
を
み
る
と
、「
外
ニ
米
五
一

八
石
三
、
不
足
買
入
」
と
あ
る
。
年
間
、
米
五
四
六
石
九
四
三
食
べ
た
こ
と

に
な
る
。
麦
の
項
を
み
る
と
、
二
七
三
石
七
七
を
生
産
し
「
自
用
費
消
」
し

て
い
た
。
そ
の
う
え
に
麦
三
四
八
石
一
九
が
不
足
し
て
い
た
が
、
粟
・
稗
・

芋
な
ど
で
不
足
を
補
っ
て
い
る
。
下
伊
勢
畑
村
は
山
間
の
特
産
物
生
産
地
帯

特
有
の
主
穀
が
不
足
し
、
買
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
村
で
あ
っ
た
。

主
穀
の
購
入
代
金
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
か
。
実
は
こ
れ
も
表
示
し

な
か
っ
た
が
、
米
の
項
の
備
考
欄
の
欄
外
に
朱
筆
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。此

代
金
千
七
百
二
十
七
両
二
分
銭
一
貫
六
百
六
十
七
文

内
金
千
四
十
三
両
二
分
生
産
輸
出
高

差
引
六
百
八
十
四
両
銭
一
貫
六
百
六
十
七
文
不
足

但
一
戸
に
付
、
七
両
銭
一
貫
二
百
七
十
文

米
の
購
入
代
金
は
一
七
二
七
両
余
で
あ
り
、
こ
れ
を
こ
の
年
に
村
か
ら
販

売
し
た
輸
出
品
の
代
金
一
〇
四
三
両
余
を
引
く
と
、
六
八
四
両
余
の
赤
字
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
軒
当
た
り
七
両
余
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
表
８
の
米
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の
消
費
量
は
五
四
六
石
余
で
あ
る
。
表
９
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）
の
人
口
は
六
二
八
人
で
、
六
年
は
五
六
八
人
で
あ
る
か
ら
、
年
間
一
人

当
た
り
一
石
の
平
均
的
消
費
量
に
近
く
、
日
常
的
に
か
な
り
米
を
食
べ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
時
の
農
民
が
日
常
的
に
米
を
食
べ
て
い
た
と

は
考
え
に
く
い
。
実
際
は
、
よ
り
安
い
雑
穀
類
を
買
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
麦
の
項
に
「
三
四
八
石
一
九
、
不
足
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
公
的
な
計
算
上
は
右
の
赤
字
額

で
あ
っ
た
。

赤
字
は
右
の
額
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
表
８
に
田
方
の

貢
納
分
は
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
畑
方
分
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
民

費
な
ど
の
諸
負
担
が
あ
り
、
村
入
用
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

輸
出
品
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
最
大
は
煙
草
の
三
四
〇
円
、
次
は
紙
の
原

料
で
あ
る
白
楮
の
三
〇
〇
円
、
そ
し
て
、
薪
二
三
〇
円
、
藍
一
一
二
円
五
〇

銭
、
栗
丸
太
三
〇
円
、
竹
二
五
円
と
続
く
。
合
計
は
一
〇
四
三
両
二
分
と
あ

る
。
実
際
の
合
計
は
一
〇
三
七
円
五
〇
銭
で
あ
る
。
当
時
の
慣
行
と
し
て
、

円
と
両
は
同
じ
と
見
て
よ
い
が
、
数
字
は
あ
わ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

下
伊
勢
畑
村
は
山
間
の
特
産
物
生
産
地
帯
に
ふ
さ
わ
し
く
、
煙
草
・
白
楮
の
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品目 生産高 代金等 備　　　　　　　考
米 37石376 貢納自用費消 外ニ米518石3 不足買入
麦 273石770 自用費消 外ニ麦348石19 不足　但粟稗芋等の類を以不足を補申候。
大　豆 65石100 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
小　豆 18石860 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
粟 93石000 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
稗 139石500 自用費消 但１俵４斗５升入　１駄２俵
小　麦 109石850 自用費消 同５升入　１駄２俵
芋 223石200 自用費消 但１俵３斗　１駄２俵
鶏 60羽000 売買なし
藍 800貫000 112円50銭 内上品300貫　但１円ニ６貫　下品500貫　１円ニ８貫
綿 580貫000 自用費消 但１駄36貫　代金165円71銭４厘３毛
鶏　卵 2000貫000 自用費消 代金６両
薪 23000束000 230円 但１駄６束　１円ニ100束
白　楮 150束000 300円 但１駄６束　１束４貫　１円ニ２貫
煙　草 2340貫000 340円 但１駄36貫　内上品900貫　１束ニ５貫　下品1440貫

１円ニ９貫
栗丸太 3000本000 030円 但長９尺　１円ニ100本
竹 1000束000 025円 但１束１尺５寸廻　１円ニ50束
輸出代金総計 1043両２分

下伊勢畑区有文書「下伊勢畑村酉諸願村扣帳」（8）より作製。両と円は同一とみなせる。合計はあわない。

表８　明 治 ６ 年 物 産 取 調

年代 人口（男・女）

明治４年 640（334・306）

明治５年 628（328・300）

明治６年 568（301・267）

明治７年 567、559、564

明治８年 580

明治20年 687

表９　明治初年人口

下伊勢畑区有文書、願書留（7、
8）、民費帳簿（1695、1696、
1700）、地押調査史料（910）よ
り作製。



生
産
を
中
心
と
し
て
、
藍
と
林
産
物
も
輸
出
品
と
し
て
い
た
。
本
来
は
こ
れ

ら
の
代
金
で
、
主
穀
購
入
と
金
納
年
貢
と
村
入
用
な
ど
を
賄
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
、
そ
れ
が
大
幅
な
赤
字
に
転
落
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
特
産
物
の
価
格
は
こ
の
時
期
、
急
速
に
下
落
し

て
い
た
。

煙
草
の
値
段
が
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
初
期
に
急
落
し
て
い
た
こ
と

は
、
下
伊
勢
畑
村
の
史
料
で
確
認
で
き
る
。
表
８
の
取
調
は
四
月
の
も
の
で

あ
る
が
、
二
月
の
書
上
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（

16
）。

下
伊
勢
畑
村

当
村
一
ヶ
年
産
出

一
煙
草
六
拾
五
駄
　
但
一
俵
六
貫
め
入

一
駄
三
拾
六
貫
め

上
品
ニ
而
代
金
五
百
二
拾
両
　
但
金
壱
両
ニ
四
貫
五
百
め
直

下
品
ニ
而
代
金
三
百
二
拾
四
両
永
二
百
八
拾
六
文
　
但
壱
両
ニ
七
貫
め

直
表
８
の
煙
草
の
単
価
と
比
べ
た
だ
け
で
も
、
値
下
り
し
て
い
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
右
の
二
月
の
売
上
げ
代
金
は
上
下
品
と
も
、
す
べ
て

上
品
な
ら
ば
、
す
べ
て
下
品
な
ら
ば
の
数
字
で
あ
る
。
上
下
の
割
合
が
示
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
正
確
な
売
上
高
は
計
算
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

六
五
駄
で
一
駄
は
三
六
貫
で
あ
る
か
ら
、
二
三
四
〇
貫
生
産
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
数
値
は
表
８
と
同
じ
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
二
か
月
し
か
離
れ
て
い
な

い
の
で
、
上
下
の
割
合
は
同
じ
で
あ
る
と
み
な
せ
る
。
す
る
と
、
上
下
品
の

販
売
代
金
の
合
計
は
四
〇
五
円
七
一
銭
と
な
る
。
二
か
月
で
一
六
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
も
値
段
が
下
落
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
不
況
は
続
い
た
。
表
10
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
一
月
と

九
年
四
月
の
下
伊
勢
畑
村
の
物
産
書
上
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
稗
と
鶏

卵
が
値
上
が
り
し
、
黍
と
栗
丸
太
・
竹
・
薪
の
林
産
物
が
同
額
の
ほ
か
は
、

値
下
が
り
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
村
が
販
売
し
て
い
た
特
産
物
は
、
表
８

と
比
べ
て
も
、
み
な
値
下
が
り
し
て
い
る
。
煙
草
は
、
上
品
が
一
円
当
た
り

八
年
で
一
〇
貫
、
九
年
で
一
五
貫
に
、
下
品
が
一
円
当
た
り
八
年
で
一
五
貫
、
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品目 明治８年１月物産書上 明治９年４月物産書上
米 37石003 231円26銭09厘 037石950 165円00銭00厘
麦 310． 671 345． 19． 09厘 350． 671 350． 00． 00厘
小　麦 120． 671 300． 00． 09厘 100． 671 200． 00． 00厘
大　豆 024． 000 080． 00． 09厘 021． 671 060． 00． 00厘
粟 155． 520 259． 20． 09厘 150． 671 150． 00． 00厘
稗 150． 000 060． 00． 09厘 125． 671 62． 50． 00厘
黍 030． 000 030． 00． 09厘 25． 671 25． 00． 00厘
鶏 060羽000 60羽671

鶏　卵 2000． 000 006． 00． 09厘 2100． 671 7． 00． 00厘

葉煙草
上 800貫000 080． 00． 09厘 800貫671 53． 33． 03厘
下 1600貫000 106． 66． 09厘 1600貫671 80． 00． 00厘

藍
上 130貫000 016． 25． 09厘

500貫671 50．
00． 00厘

下 370貫000 037． 00． 09厘
栗丸太 2000本000 020． 00． 09厘 2000本671 20． 00． 00厘
竹 1000束000 025． 00． 09厘 1000束671 25． 00． 00厘
薪 25000束000 250． 00． 09厘 25000束671 250． 00． 00厘
白　楮 150束000 250． 00． 09厘
金高計 2096． 56． 09厘 1497． 83． 03厘
内輸出高 784． 91． 09厘 478． 33． 03厘
下伊勢畑区有文書、物産取調（619－14～15）より作製。

表10 下 伊 勢 畑 村 物 産



九
年
で
二
〇
貫
に
下
落
し
た
。
両
年
と
も
産
額
の
合
計
は
六
〇
貫
増
え
た
が
、

上
品
が
一
〇
〇
貫
減
っ
て
、
下
品
が
一
六
〇
貫
増
え
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、

売
上
代
金
は
八
年
に
一
八
六
円
六
六
銭
、
九
年
に
一
三
三
円
三
三
銭
三
厘
と
、

下
落
し
続
け
た
。
藍
も
、
八
年
に
一
円
当
た
り
上
品
で
八
貫
、
下
品
で
一
〇

貫
と
値
下
が
り
し
た
。
産
額
も
五
〇
〇
貫
に
減
少
し
た
。
そ
の
た
め
に
代
金

は
、
五
三
円
二
五
銭
に
減
少
し
た
。
九
年
は
上
下
の
区
分
が
不
明
で
あ
る
が
、

産
額
は
八
年
と
同
じ
な
の
に
代
金
は
さ
ら
に
減
っ
て
、
五
〇
円
で
し
か
な
い
。

白
楮
は
、
八
年
の
産
額
は
六
年
と
同
じ
で
一
五
〇
束
で
あ
る
が
、
代
金
は
二

五
〇
円
と
減
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
九
年
の
記
載
は
な
い
。
こ
れ
は
た
ん
な

る
書
き
落
と
し
か
、
廉
価
の
た
め
に
販
売
し
な
か
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ほ
か
の
村
の
事
例
を
み
る
と
、
楮
の
値
段
は
一
円
当
た
り
、
九

年
に
二
貫
、
一
〇
年
に
六
・
五
八
貫
で
あ
る（

17
）。
下
伊
勢
畑
村
の
白
楮
の
値
段

は
一
円
当
た
り
、
明
治
六
年
に
二
貫
、
八
年
に
二
・
四
貫
で
あ
る
。
楮
と
白

楮
、
そ
し
て
村
の
違
い
は
あ
る
が
、
九
年
以
降
、
急
速
に
下
落
し
た
こ
と
が

理
解
で
き
る
。

下
伊
勢
畑
村
の
収
入
は
、
年
々
減
少
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
は
七
八
四
円
余
、
九
年
は
四
七
八
円
余
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
物
価
は
下
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
西
南
戦
争
が
起
こ
り
、
政
府
が
イ
ン
フ
レ

政
策
に
転
じ
る
ま
で
の
日
本
は
、
不
況
下
に
あ
っ
た
。
連
年
の
大
幅
な
輸
入

超
過
、
貨
幣
条
例
に
よ
る
大
量
の
金
銀
の
流
出
、
慢
性
的
な
政
府
の
財
政
赤

字
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
進
国
日
本
が
世
界
市
場
に
組
込
ま
れ
た
矛
盾
の
表

れ
で
あ
る
。
封
建
的
な
保
護
を
失
い
、
国
内
市
場
と
直
結
さ
れ
た
下
伊
勢
畑

村
は
、
こ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
影
響
は
国
内
的
な

も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
国
際
的
な
影
響
も
受
け
て
い
た
。
下
伊
勢
畑

村
の
主
要
輸
出
品
の
三
品
目
で
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
の
「
村
費
帳
」
の
表
紙
の
裏
の
ペ
ー
ジ
に
は
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る（

18
）。

米
国
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
乙
印

関
沢
勇
五
郎

米
国
ヒ
ク
ハ
丙
印
　

檜
山
貞
四
郎

米
国
コ
ン
ネ
ル
チ
カ
ッ
ト
リ
ー
フ
乙
印

蓮
田
善
三
郎

米
国
ハ
ゝ
ナ
丙
印

蓮
田
　
竹
彦

右
煙
草
種
四
名
ノ
モ
ノ
ヘ
預
ケ
為
二

仕
付
一

候
也
。

四
月
廿
日

ア
メ
リ
カ
産
の
品
種
の
導
入
を
計
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

煙
草
の
値
段
の
下
落
の
原
因
の
一
つ
が
、
優
良
な
ア
メ
リ
カ
産
と
の
競
争
に

敗
れ
た
点
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

紙
の
原
料
で
あ
る
楮
の
値
段
が
下
落
、
と
く
に
九
年
以
降
に
暴
落
し
た
理

由
は
明
確
で
な
い
が
、
一
つ
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
期
は
印
刷
機
が
急
速
に
普
及
し
た
。
印
刷
機
に
は
和
紙
は
向
か
な
い

か
ら
、
代
わ
っ
て
洋
紙
が
普
及
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
藍
は
よ
り
明
確
に
、

輸
入
品
の
工
業
製
品
に
破
れ
た
結
果
と
展
望
で
き
る
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
至
る
ま
で
の
下
伊
勢
畑
村
は
、
大
不
況
下
に

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
内
的
な
条
件
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
的
な
影
響
を
も

色
濃
く
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
　
農
民
層
分
解

表
９
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
下
伊
勢
畑
村
の
人
口
は
減
少
し
て
い

る
。
と
く
に
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
か
ら
六
年
に
か
け
て
は
、
六
〇
人
も

減
少
し
た
。
農
家
軒
数
は
幕
末
期
の
九
九
軒
か
ら
、
明
治
一
〇
年
に
は
九
四

軒
に
減
っ
て
い
る
か
ら
（
表
12
参
照
）、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
明
治
四
年

2001

－ 254－（49）
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に
二
軒
潰
れ
た
後
も
、
さ
ら
に
三
軒
潰
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
口
減

少
の
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
多
く
の
人
た
ち
が
不
況
下
、
農

家
経
営
を
維
持
す
る
た
め
に
奉
公
に
出
る
な
ど
し
て
、
村
か
ら
出
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

不
況
下
、
貧
窮
化
し
た
農
民
た
ち
は
、
没
落
の
危
機
に
あ
っ
た
。
表
11
は
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
農
民
階
層
を
、
本
郷
分
と
新
田
分
の
持
高
で
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
同
じ
基
準
に
よ
っ
た
表
３
の
天
保
検
地
直
後
と

比
べ
る
と
、
等
し
く
九
石
以
上
は
い
な
い
が
、
六
〜
九
石
層
は
八
人
増
え
て
、

一
二
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
〜
六
石
層
は
三
人
減
っ
て
六
〇
人
、

〇
〜
三
石
層
も
五
人
減
っ
て
二
七
人
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
上
昇
し
て
い
る
。

こ
の
理
由
の
一
つ
は
、
表
４
と
７
を
比
べ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
慶
応
の
新
田

検
地
で
一
五
石
余
打
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
五
石
余
の
増
加

に
し
て
は
、
六
〜
九
石
層
の
増
大
は
注
目
さ
れ
る
。
全
体
に
耕
地
が
増
加
す

る
一
方
で
、
耕
地
を
集
積
す
る
者
が
現
れ
て
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
加
速
化
し
て
進
行
し
た
。
表
12
は
、
明
治
一
〇
年
の

農
民
階
層
を
面
積
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
同
じ
基
準
に
よ
っ
た
表

５
の
天
保
検
地
直
後
と
比
べ
る
と
、
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
一
町
五
反
以

上
の
者
が
一
九
人
も
い
る
。
し
か
も
、
最
大
は
三
町
以
上
で
あ
る
。
二
町
以

上
も
合
計
三
人
い
る
。
一
町
か
ら
一
町
五
反
の
層
も
三
人
か
ら
四
〇
人
と
大

幅
に
増
え
て
い
る
。
一
方
、
一
町
未
満
は
九
六
人
か
ら
三
五
人
に
激
減
し
て

い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
全
員
が
上
昇
し
た
か
の
よ
う
な
数
値
を
示
す
の
か
。

そ
の
理
由
は
地
租
改
正
の
丈
量
調
査
の
結
果
、
下
伊
勢
畑
村
の
耕
地
は
、
宅

地
も
含
め
て
一
〇
八
町
余
と
（
表
15
参
照
）、
表
４
の
天
保
検
地
の
六
〇
町

余
に
比
べ
て
、
一
・
八
倍
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
表
７
に
み

た
よ
う
に
、
慶
応
検
地
の
結
果
は
七
八
町
余
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
一
八

町
余
増
え
た
。
そ
し
て
、
丈
量
調
査
の
一
〇
八
町
余
と
慶
応
検
地
の
七
八
町

余
と
の
差
の
三
〇
町
ほ
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
隠
田
も
し
く
は
慶
応
検
地
後
に
開

発
さ
れ
た
新
田
か
、
水
戸
藩
の
検
地
の
縄
の
緩
さ
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
村
の
慶
応
検
地
後
、
明
治
一
〇
年
ま
で
の
田
畑
の
増
加
は
、
面
積
に
し
て

三
反
、
高
に
し
て
二
石
二
五
二
に
し
か
す
ぎ
な
い（

19
）か
ら
、
こ
の
多
く
は
水
戸

藩
の
検
地
の
縄
の
緩
さ
と
認
め
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
事
情
で
、
か
た
ち
の
上
で
は
下
伊
勢
畑
村
の
農
民
の
所
有
す

吉田俊純：下伊勢畑村にみる明治九年那珂一揆の背景

－ 253－（50）

表11 明治２年農民階層

持高（石） 人数 ％

６～９ 12 012.1
３～６ 60 060.6
０～３ 27 027.3
計 99 100.0

下伊勢畑区有文書「下伊勢畠村巳
田方小割付帳」（1642）より作製。
畑方も含まれる。含神官。

面積（反） 人数 人数 ％

30～35 1

25～30 1 03 003.2
20～25 1

15～20 16

10～15 40 80 085.1
05～10 24

00～05 11 11 011.7
合計 94 94 100.7

表12 明治10年農民階層

下伊勢畑区有文書、名寄帳（415

～419）より作製。含神官。



る
耕
地
は
、
全
体
と
し
て
大
幅
に
増
加
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
町
五
反
以
下

の
中
下
層
農
民
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
の
村
の
階
層
構
成
は
、
大
き
く

変
化
し
た
。
下
層
農
民
は
大
幅
に
減
少
し
、
一
町
以
上
経
営
す
る
農
家
が
半

数
以
上
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
か
つ
て
存
在
し
な
か
っ
た
二
町
以
上
を
経
営

す
る
上
層
農
民
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
層
農
民
が
出
現
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
耕
地
を
正
確
に
測
量
し
た
結
果
だ
け
だ
っ
た
と
し

た
な
ら
ば
、
彼
ら
の
慶
応
の
新
田
検
地
分
を
含
め
た
耕
地
の
面
積
は
丈
量
調

査
の
結
果
、
天
保
期
の
二
〜
三
倍
に
な
っ
た
こ
と
を
表
５
と
12
と
は
示
し
て

い
る
。
は
た
し
て
、
そ
う
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

上
層
に
な
っ
た
農
民
の
伸
び
率
は
、
実
際
は
も
っ
と
激
し
か
っ
た
。
明
治

一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
村
内
一
位
で
あ
っ
た
の
は
、
三
町
三
反
八
畝
六
歩

を
所
持
し
た
蓮
田
竹
彦
家
で
あ
る（

20
）が
、
こ
の
家
の
天
保
検
地
直
後
の
所
持
面

積
は
四
反
八
畝
九
歩
で
あ
り（21
）、
明
治
二
年
の
持
高
は
三
石
六
二
八
で
あ
っ

た（
22
）。
こ
の
家
は
神
官
で
あ
り
、
後
に
伯
爵
に
な
っ
た
香
川
景
三
の
実
家
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
援
助
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
位
は
、
二
町
八
反
六
畝

一
二
歩
を
所
持
し
た
青
木
茂
平
家
で
あ
る
。
こ
の
家
の
天
保
検
地
直
後
の
所

持
面
積
は
七
反
二
畝
四
歩
で
あ
り
、
明
治
二
年
の
持
高
は
五
石
九
一
五
で
あ

っ
た
。
第
三
位
は
、
二
町
二
反
三
畝
二
七
歩
を
所
持
し
た
関
沢
二
衛
門
家
で

あ
る
。
こ
の
家
の
天
保
検
地
直
後
の
所
持
面
積
は
八
反
七
畝
一
四
歩
で
あ
り
、

明
治
二
年
の
持
高
は
二
石
六
六
で
あ
っ
た
。
青
木
家
と
関
沢
家
の
余
業
な
ど

は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
ま
た
高
と
面
積
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
が
、
一
般

的
に
水
戸
藩
領
で
は
、
七
石
で
一
町
程
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
右
の
天
保
検
地

直
後
の
数
値
に
は
、
見
取
分
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
年
の
に
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
ま
た
両
年
と
も
に
水
戸
藩
の
検
地
の
縄
の
緩
さ
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
故
に
正
確
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

三
家
は
天
保
検
地
直
後
ま
た
は
明
治
二
年
と
比
べ
て
、
三
倍
か
ら
六
倍
に
な

っ
た
と
み
こ
め
る
。
彼
ら
は
、
実
際
に
耕
地
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

天
保
検
地
直
後
と
明
治
二
（
一
八
七
七
）
年
に
、
下
伊
勢
畑
村
の
田
畑
屋

敷
を
所
持
す
る
村
外
の
者
は
い
な
か
っ
た
。
明
治
一
〇
年
に
は
、
水
戸
下
市

の
佐
久
間
為
之
が
畑
一
反
五
畝
一
二
歩
を
所
持
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
明

治
一
〇
年
に
な
っ
て
も
、
こ
の
村
の
耕
地
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
こ
の
村
の

農
民
が
所
持
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
一
見
、
い
か
に
表
12
が
表
５
と
11
と

比
べ
て
、
全
農
民
が
上
昇
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
よ
う
と
も
、

内
実
は
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
急
速
に

上
昇
す
る
者
と
、
五
軒
潰
れ
た
よ
う
に
貧
窮
化
し
て
没
落
す
る
者
と
、
農
民

層
分
解
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
前
節
ま
で
に
説
い
た
現
実
か

ら
い
っ
て
、
こ
れ
は
貧
窮
分
解
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

貧
窮
分
解
を
始
め
た
下
伊
勢
畑
村
の
土
地
は
、
急
速
に
村
外
の
者
の
手
に

渡
っ
て
い
っ
た
。
畑
は
一
反
余
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た

が
、
こ
の
現
象
は
山
に
顕
著
に
現
れ
た
。
近
世
の
山
の
所
有
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
段
階
で
は
、
こ

の
村
の
山
を
所
持
す
る
村
外
の
者
は
、
近
村
の
在
町
で
あ
る
野
口
村
の
七
人

で
、
面
積
は
合
計
で
一
町
五
反
一
畝
二
〇
歩
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た（

23
）。
こ
れ

に
対
し
て
、
明
治
一
〇
年
に
は
野
口
村
の
七
人
が
二
町
五
反
九
畝
八
歩
を
所

有
し
て
い
る
。
野
口
村
の
七
人
も
所
有
を
増
や
し
た
が
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ

る
の
は
、
常
磐
村
（
現
水
戸
市
）
の
二
人
と
水
戸
下
市
の
二
人
が
新
た
に
加

わ
り
、
そ
の
合
計
は
一
四
町
二
〇
歩
に
も
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
一
〇

年
に
は
こ
の
村
の
農
民
の
所
持
し
た
山
六
五
町
二
反
三
畝
一
二
歩（

24
）の
う
ち
、

一
六
町
五
反
余
が
他
村
の
者
の
所
有
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
の
一
五
町
余
は
、
六
年
以
降
に
売
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
貧
窮
化
し
た
こ

の
村
で
は
、
土
地
・
金
融
を
村
内
で
は
処
理
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め

に
、
村
外
の
者
が
土
地
集
積
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

下
伊
勢
畑
村
の
農
民
が
い
か
に
苦
境
に
あ
っ
た
か
、
表
13
で
確
認
し
て
お

こ
う
。
こ
の
表
は
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
の
村
高
に
よ
る
階
層
構
成
と
、
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経
済
的
貧
富
の
度
合
い
を
三
段
階
に
分
け
て
示
し
た
。
た
だ
し
、
村
高
の
う

ち
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
四
五
〇
石
九
九
で
あ
り
、
三
三
石
五
五
は
引
高

に
な
っ
て
い
る
。
引
高
の
基
準
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
貧
富
の
度

合
い
は
持
高
の
み
で
は
決
ま
ら
な
い
。
余
業
や
家
族
構
成
な
ど
の
、
ほ
か
の

要
素
も
加
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
石

以
上
は
二
人
と
も
経
済
的
に
上
で
あ
り
、
六
石
未
満
に
な
る
と
下
が
現
れ
る
。

と
く
に
三
石
未
満
は
み
な
下
で
あ
る
。
全
体
に
下
は
三
〇
人
と
、
三
一
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
そ
し
て
、
見
落
し
て
な
ら
な
い
点
は
、
こ
れ
は
一

般
的
に
は
不
況
を
脱
し
た
明
治
一
一
年
の
数
値
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
不
況

下
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
倍
す
る
経
済
的
に
「
下
」
の
者
が
い
た
と
し
て
も
、

な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

六
　
増
税
の
流
れ

下
伊
勢
畑
村
は
、
不
況
下
、
貧
窮
分
解
を
始
め
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
こ
ろ
ま
で
に
諸
負
担
が
荷
重
さ
れ
た
こ

と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
に
続
い
た
の
が
、
増
税
の
流
れ
で
あ
る
。
明

治
六
年
に
明
治
政
府
は
、
関
東
の
畑
方
年
貢
が
安
か
っ
た
の
で
、
倍
増
さ
せ

た
。
た
だ
し
、
旧
水
戸
藩
領
は
天
保
検
地
の
時
に
倍
増
さ
れ
て
い
た
の
で
、

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
に
押
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
畑
方
に
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
増
税
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

表
14
に
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
一
〇
年
ま
で
の
年
貢
を
示
し
た
。

た
だ
し
、
明
治
六
年
の
分
に
は
畑
方
の
新
田
分
が
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た

め
に
六
年
の
畑
方
の
合
計
は
、
表
よ
り
四
貫
弱
多
く
な
る
。
こ
れ
を
表
６
と

比
較
す
る
と
、
明
治
五
年
の
畑
方
は
九
八
両
余
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
見
取
分

が
入
っ
て
い
な
い
。
表
14
で
は
、
見
取
分
は
大
縄
場
分
と
改
称
さ
れ
て
記
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
年
の
数
値
で
五
年
の
畑
方
に
相
当
す
る
本

郷
・
新
田
分
の
年
貢
は
、
永
一
六
五
貫
余
＋
四
貫
弱
で
あ
る
。
両
と
永
の
貫

と
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
た
し
か
に
畑
方
は
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
税
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
増
税
は
田
方
で
も
実
施
さ
れ
た
。
表
６
の
明
治
五
年
の
田
方

の
年
貢
は
、
六
石
八
四
三
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
口
米
を
含
め
た
分
だ
け
で
あ

る
。
水
戸
藩
の
年
貢
制
度
で
は
、
こ
の
額
に
二
割
の
延
米
を
加
え
て
上
納
さ

せ
て
い
た
。
表
６
の
数
値
は
、
こ
の
延
米
を
含
ん
で
い
な
い
。
延
米
を
含
め

た
実
際
に
上
納
し
た
年
貢
高
は
、
八
石
二
一
二
で
あ
る
。
一
方
、
五
年
ま
で

は
見
取
分
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
、
六
年
の
相
当
す
る
年
貢
高
は
九
石
七
一

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
方
も
増
徴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
表
14

は
こ
の
増
徴
を
維
持
・
拡
大
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
田
方
は

こ
の
間
、
大
縄
場
分
を
含
め
て
で
あ
る
が
、
最
低
で
も
九
石
五
以
上
で
五
年
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持高（石） 上 中 下 計 ％
14～15 01

13～14 01 001.1
12～13

11～12

10～11 01 01 001.1
９～10

８～９ 04 02

７～８ 03 16 017.0
６～７ 07

５～６ 09 11 04

４～５ 07 12 04 58 061.7
３～４ 07 04

２～３ 04

１～２ 05 18 019.1
０～１ 09

計 25 39 30 94 100.1

表13 明治11年農民階層等級

下伊勢畑区有文書「明治十一年七月ヨリ十二月
迄諸差銭割出元帳」（1914）より作製。含神官。



以
前
よ
り
重
い
し
、
畑
方
は
わ
ず
か
な
が
ら
と
は
い
え
、
社
寺
上
知
分
が
加

わ
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
漸
増
傾
向
に
あ
る
。
一
般
に
廃
藩
後
は
、
藩
権
力

の
直
接
的
な
統
制
が
失
わ
れ
、
一
方
、
農
民
の
力
は
一
揆
の
多
発
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
政
府
の
年
貢
収
納
は
減
少
傾
向
に
あ

っ
た
。
そ
れ
が
地
租
改
正
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
と
説
か
れ
る（

25
）。
し
か
し
、

下
伊
勢
畑
村
の
場
合
は
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
小
割
付
帳
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で

と
違
っ
て
見
取
分
を
改
称
し
た
大
縄
場
分
が
記
載
さ
れ
た
。
条
件
の
悪
い
耕

地
と
し
て
、
正
規
の
年
貢
賦
課
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
見
取
分
を
、

正
規
の
年
貢
扱
い
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
九
年
一
一
月
に
終

え
た
地
租
改
正
の
丈
量
調
査
は
、
田
畑
宅
地
を
等
級
別
に
評
価
し
た
が
、
見

取
と
か
大
縄
場
と
い
っ
た
格
別
の
扱
い
は
し
な
か
っ
た
。
表
15
は
そ
の
結
果

で
あ
る
。
全
体
で
表
７
の
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
検
地
の
時
よ
り
も
、

二
九
町
九
反
一
畝
二
二
歩
、
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
打
出
に
な
っ
た
。
こ
の
打

出
高
の
ほ
と
ん
ど
は
、
さ
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
水
戸
藩
の
検
地
の
縄
の

緩
み
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

下
伊
勢
畑
村
の
村
民
は
、
耕
地
面
積
の
増
加
を
ど
う
受
け
と
め
た
で
あ
ろ
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表14 明 治 初 年 租 税

年　代 種　類 田方 口米共 田計 計立 畑方 口金共

貢 米 永 8石092 9石710 165貫676文5分

明治６年 大縄場分 0． 410 0． 493 015． 959． 7

計 8． 502 10． 203 181． 636． 2

貢　　米 9． 171

明治７年 大縄場分 0． 493

計 9． 664

本 郷 分 7． 549 9． 059 168円81銭8厘

明治８年
大縄場分 0． 325 0． 390 014． 94． 1

新 田 分 0． 094 0． 113 003． 86． 9

計 7． 968 9． 562 187． 62． 8

貢 米 金 9． 562 187． 28． 8

明治９年 社寺上知分 0． 528 000． 89． 1

計 10． 090 188． 17． 9

明治10年 貢 米 金 10． 089 188． 17． 9

下伊勢畑区有文書、貢米金取立帳（1687～71、1701、1704、1708、1710）、小
割付帳（1649－1、1657）より作製。計立とは延米を含めたもの。明治６年の
畑方は新田分を含まない。

表15 明治９年11月丈量

種類 面積

田　方 004町6反4畝15歩

畑　方 095． 5． 4． 09歩

宅　地 008． 3． 8． 21歩

計 108． 5． 7． 15歩

下伊勢畑区有文書「耕宅地々位
等級下調帳」（871）より作製。



う
か
。
こ
の
後
、
一
二
月
か
ら
は
等
級
調
査
に
入
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
し
て

地
租
額
は
決
定
さ
れ
る
が
、
面
積
の
増
加
に
大
幅
な
増
税
を
予
感
し
な
か
っ

た
と
、
誰
が
い
え
よ
う
か
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
以
来
一
〇
年
、
こ
の

村
は
増
税
と
新
た
な
負
担
、
そ
し
て
不
況
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。

七
　
む
す
び

右
に
み
た
諸
事
実
は
、
多
少
の
程
度
の
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
揆
の

起
き
た
山
間
の
特
産
物
生
産
地
帯
に
共
通
し
て
い
た
と
い
え
る
。
跪
弱
な
体

質
を
し
て
い
た
こ
の
地
域
の
農
村
は
、
明
治
に
な
っ
て
藩
政
府
の
保
護
を
失

っ
た
。
そ
し
て
、
あ
い
つ
ぐ
増
税
・
諸
負
担
に
苦
し
ん
だ
。
そ
の
う
え
、
自

由
競
争
の
原
理
の
下
、
国
際
市
場
に
ま
で
結
び
付
い
た
村
の
経
済
は
、
特
産

物
価
格
の
下
落
の
た
め
に
、
深
刻
な
不
況
に
陥
っ
て
い
た
。
多
く
の
農
民
が

没
落
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
地
租
改
正
の
丈
量
調
査
に

よ
る
大
幅
な
打
出
で
あ
っ
た
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
九
月
、
米
価
が
下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

前
年
の
高
米
価
で
計
算
し
た
石
代
を
、
年
末
ま
で
に
上
納
す
る
よ
う
に
と
の

県
の
指
令
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
は
い
く
ら
田
が
少
な
い
と
い
っ
て
も
、

こ
れ
は
農
民
に
と
っ
て
当
面
、
重
い
負
担
と
な
る
。
納
期
が
迫
る
に
つ
れ
て
、

県
内
各
地
で
延
納
の
運
動
が
展
開
さ
れ
、
真
壁
郡
で
は
一
揆
に
な
っ
た
。

こ
の
地
域
で
も
、
一
揆
勢
は
一
二
月
六
日
に
石
代
延
納
願
の
申
継
が
廻
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
急
速
に
結
集
を
開
始
し
た（

26
）。
こ
の
一
揆
に
は
、
本
橋
次
郎

左
衛
門
ら
の
指
導
者
が
以
前
か
ら
農
民
の
苦
境
を
訴
え
る
運
動
を
展
開
し
、

蜂
起
も
や
む
な
し
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
本

橋
は
同
じ
く
不
穏
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
増
井
村
（
現
常
北
町
）
の
状
況
を

窺
う
た
め
に
、
水
戸
に
い
た（

27
）。
一
揆
は
指
導
者
の
思
惑
を
越
え
て
急
速
に
展

開
し
た
の
で
あ
る
。
石
代
延
納
願
の
申
継
の
発
信
人
は
不
明
で
あ
る（

28
）。
有
名

な
八
日
の
「
徳
川
御
用
」
の
廻
状
は
、
大
町
小
左
衛
門
・
岡
崎
新
八
・
藤
田

常
次
が
認
め
た
も
の
で
、
本
橋
は
ま
だ
一
揆
勢
に
合
流
し
て
い
な
か
っ
た（

29
）。

急
速
に
結
集
し
、
暴
徒
化
し
、
そ
れ
を
本
橋
ら
指
導
者
た
ち
が
統
制
し
秩
序

づ
け
て
石
塚
（
現
常
北
町
）
ま
で
繰
り
出
し
た
。
そ
こ
で
県
の
派
遣
し
た
部

隊
と
衝
突
し
て
、
壊
滅
し
た
一
揆
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
揆
は
、
そ
の
性
急
さ
の
た
め
か
、
正
式
な
願
書
が
作
ら
れ
た
形
跡

が
な
い
。
一
揆
勢
の
要
求
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
揆
勢
は
石
代
延

納
願
を
契
機
に
集
結
し
た
。
こ
れ
が
一
揆
の
要
求
の
全
て
と
は
い
わ
な
い
が
、

重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
指
導

者
の
一
人
、
小
林
彦
衛
門
は
一
二
月
七
日
に
、
説
諭
に
あ
た
っ
た
太
田
警
察

所
の
取
調
べ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る（

30
）。

今
般
石
代
金
六
分
通
り
、
一
時
御
取
立
相
成
ル
ニ
付
テ
ハ
、
銘
々
難
渋

ニ
付
、
冬
春
二
季
ニ
上
納
致
度
旨
、
及
ヒ
自
己
ノ
意
ヲ
以
テ
、
学
校

費
・
人
口
税
・
地
券
入
費
等
廃
止
ノ
儀
申
立
ル
。

小
林
は
、
一
揆
結
集
の
契
機
と
な
っ
た
石
代
延
納
願
を
述
る
と
と
も
に
、

自
分
の
見
解
と
し
て
、
維
新
以
来
、
地
租
改
正
に
至
る
諸
負
担
の
廃
止
を
要

求
し
て
い
る
。「
自
己
ノ
意
」
と
は
断
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
重
要
で
あ
る
。

一
揆
の
原
因
と
し
て
、
重
要
な
要
求
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
発

言
し
た
に
違
い
な
い
。
一
体
、
ど
ち
ら
が
よ
り
重
要
な
要
求
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
一
方
、
一
揆
の
中
心
的
指
導
者
で
あ
っ
た
本
橋
は
、
逮
捕
後
の
取

調
べ
で
の
「
口
供
」
の
最
初
に
、
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て

い
る（

31
）。自

分
儀
、
維
新
以
来
ノ
形
勢
ヲ
熟
察
ス
ル
ニ
、
旧
例
ヲ
廃
シ
新
法
ヲ
設
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ケ
、
租
税
並
ニ
民
費
共
相
増
シ
、
一
日
モ
生
ヲ
寧
ス
ル
能
ハ
ス
。
加
之
、

地
租
改
正
ノ
仰
出
サ
レ
ア
リ
。
莫
大
ノ
費
用
ヲ
賦
課
セ
ラ
レ
、
中
等
以

下
農
民
ニ
至
テ
ハ
、
概
ネ
産
ヲ
破
リ
家
ヲ
亡
ナ
イ
、
日
々
飢
寒
ノ
苦
ミ

ニ
迫
リ
、
是
レ
カ
為
ニ
往
事
ヲ
回
想
シ
、
旧
藩
政
ヲ
追
慕
シ
、
朝
廷
ニ

対
シ
怨

ヲ
懐
ク
ニ
至
レ
リ
。

こ
の
述
懐
は
、
本
稿
で
分
析
し
た
下
伊
勢
畑
村
の
現
状
と
一
致
す
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
地
域
全
体
の
窮
状
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
は
、
明
治
政
府
の

近
代
化
政
策
の
矛
盾
が
、
凝
縮
し
て
現
象
し
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
今
や
地
租
改
正
の
実
施
に
あ
た
り
、
農
民
た
ち
は
「
概
ネ
産
ヲ
破
リ
家

ヲ
亡
ナ
イ
」
と
い
う
、
没
落
の
危
機
に
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
地
租
改
正
は
、

「
莫
大
ノ
費
用
ヲ
賦
課
」
し
た
の
み
な
ら
ず
、
増
税
を
も
予
感
さ
せ
た
。
一

揆
の
要
求
は
、
何
よ
り
も
こ
の
窮
状
に
陥
っ
た
農
民
の
救
済
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
徳
川
御
用
」
と
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
び
と
を

窮
状
に
追
い
詰
め
た
原
因
で
あ
る
、
維
新
政
府
の
地
租
改
正
に
至
る
ま
で
の

近
代
化
政
策
全
体
が
、
否
定
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
一
揆
が
蜂
起
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
来
こ
の
問
題
だ

け
で
は
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
あ
ま
り
重
要
性
を
持
た
な
い
石
代
延
納
願

が
、
一
揆
結
集
の
契
機
に
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
二
つ
の

理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
願
い
は
那
珂
一
揆
の
直
前
に
起
き
た

真
壁
一
揆
に
お
い
て
も
、
ま
た
不
穏
な
状
況
に
陥
っ
た
増
井
村
近
辺
に
お
い

て
も
、
中
心
的
な
要
求
で
あ
っ
た
。
那
珂
一
揆
は
こ
の
影
響
を
受
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
い
ろ
い
ろ
な
悪
条
件
が
積
り
積
っ
た
う
え
に
、
石
代

納
の
問
題
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。
負
担
を
強
い
る
不
条
理
な
県
の
指
令

に
、
農
民
た
ち
は
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
一
揆
の
結
果
、
明
治
政
府
は
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
一
月

四
日
、
地
租
を
地
価
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
額
し

た
。
表
面
、
近
代
的
な
租
税
制
度
に
改
正
し
つ
つ
も
、
内
実
は
近
世
以
来
の

重
い
年
貢
額
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
政
府
の
地
租
改
正
の
方
針
は
、
一
歩
、

大
き
く
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
木
戸
田
四
郎
『
明
治
維
新
の
農
業
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
第
三
章
商
品
生
産

の
発
展
と
富
農
層
の
形
成
。
な
お
引
用
は
同
書
増
補
版
（
一
九
七
八
年
）
一
五
〇
頁
。

（
２
）
全
掲
書
、
第
五
章
「
明
治
九
年
の
農
民
一
揆
」。
な
お
引
用
は
増
補
版
、
二
三
四
頁
。

（
３
）『
茨
城
県
史
近
現
代
編
』（
茨
城
県
、
一
九
八
四
年
）。
な
お
引
用
は
三
九
、
四
〇
頁
。

（
４
）『
水
戸
市
史
』
下
巻
（一）
、
二
二
九
頁
。
水
戸
市
役
所
、
一
九
九
三
年
。

（
５
）
拙
稿
「
明
治
初
年
の
茨
城
県
の
石
高
と
人
口
」、
ま
た
拙
稿
「
煙
草
生
産
上
伊
勢
畑
村
に
み
る
農

村
荒
廃
」、
い
ず
れ
も
拙
著
『
明
治
維
新
と
水
戸
農
村
』（
同
時
代
社
、
一
九
九
五
年
）。

（
６
）『
茨
城
県
史
料
近
代
政
治
社
会
編
』
Ｉ
　
四
二
七
、
四
六
二
、
四
六
五
頁
。

（
７
）
同
右
書
、
四
二
九
頁
。

（
８
）
茨
城
県
東
茨
城
郡
御
前
山
村
、
下
伊
勢
畑
区
有
文
書
「（
県
庁
布
達
留
）」（
か
っ
こ
を
つ
け
た
の

は
、
つ
け
表
題
の
た
め
）（
六
五
、
整
理
番
号
、
以
下
同
じ
）。
以
下
、
下
伊
勢
畑
区
有
文
書
が
出

典
の
場
合
は
、
特
に
そ
の
旨
記
さ
な
い
。

（
９
）『
耕
人
』
第
七
号
に
収
載
の
予
定
。

（
10
）
近
世
の
下
伊
勢
畑
村
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
荒
廃
期
水
戸
藩
領
下
伊
勢
畑
村
の
百
姓
一
揆
」『
東

京
家
政
学
院
筑
波
女
子
大
学
紀
要
』
第
１
集
（
一
九
九
七
年
）
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の

た
め
、
本
節
で
は
く
わ
し
い
出
典
明
記
は
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
省
略
す
る
。

（
11
）
御
前
山
村
野
田
、
野
田
区
有
文
書
「
御
用
御
触
留
」（
四
）

（
12
）
拙
稿
「
幕
末
維
新
期
の
前
田
村
」
拙
著
『
農
村
史
の
基
礎
的
研
究
』（
同
時
代
社
、
一
九
八
六
年
）。

ま
た
拙
稿
「
幕
末
期
水
戸
近
辺
の
不
穏
状
況
」
拙
著
『
明
治
維
新
と
水
戸
農
村
』。

（
13
）「
下
伊
勢
畑
村
酉
諸
願
村
扣
帳
」（
８
）。

（
14
）「
癸
酉
年
田
畠
税
額
割
付
元
帳
」（
一
六
九
三
―
一
）。

（
15
）「
乙
亥
租
税
小
割
賦
元
帳
」（
一
六
五
一
）。

（
16
）「
下
伊
勢
畑
村
酉
諸
願
村
扣
帳
」（
八
）。
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（
17
）
木
戸
田
前
掲
書
増
補
版
、
八
四
頁
。

（
18
）「
明
治
十
年
村
費
帳
」（
一
九
五
七
―
一
）。

（
19
）
明
治
五
年
「
石
高
反
別
取
調
書
上
」（
八
四
八
）
と
明
治
一
〇
年
「
下
伊
勢
畑
村
地
租
米
金
小
割

付
帳
「（
一
六
五
七
）。

（
20
）
明
治
一
〇
年
の
下
伊
勢
畑
村
名
寄
帳
（
四
一
五
〜
四
一
九
）。
以
下
、
本
段
落
の
明
治
一
〇
年
の

耕
地
面
積
は
こ
の
史
料
に
よ
る
。

（
21
）
天
保
一
四
年
の
下
伊
勢
畑
村
名
寄
帳
（
三
八
七
〜
三
八
九
）。
以
下
、
本
段
落
の
天
保
検
地
直
後

の
耕
地
面
積
は
こ
の
史
料
に
よ
る
。

（
22
）
「
下
伊
勢
畠
村
巳
田
畑
小
割
附
帳
」（
一
六
四
二
）。
以
下
、
本
段
落
の
明
治
二
年
の
持
高
は
こ
の

史
料
に
よ
る
。

（
23
）「
常
陸
国
茨
城
郡
下
伊
勢
畑
村
山
反
別
名
寄
帳
」（
四
〇
五
）。

（
24
）「
茨
城
県
下
茨
城
郡
下
伊
勢
畑
村
持
地
名
寄
帳
」（
四
一
三
）。

（
25
）
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』
二
七
九
〜
八
一
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
。

（
26
）（
６
）
と
同
じ
。

（
27
）『
茨
城
県
史
料
近
代
政
治
社
会
編
』
Ｉ
、
四
二
六
、
四
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
28
）（
６
）
と
同
じ
。

（
29
）『
茨
城
県
史
料
近
代
政
治
社
会
編
』
Ｉ
、
四
二
九
頁
。

（
30
）
同
右
書
、
四
六
六
頁
。

（
31
）
同
右
書
、
四
五
八
頁
。
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